
船員保険（船員保険の加入確認）

①船員手帳の「船員保険関係（十一）」の記載
②船員保険資格確認書（オレンジ色）の写しの添付
③ ①及び②以外で確認ができる書類の提示

従来の確認方法 現在の確認方法

←資格確認書発行対象者
①マイナンバーカードを持っていない方
②マイナンバーカードの保険証利用未登録の方
③マイナンバーを船員保険部へ未届出の方
④資格確認書の発行を希望された方 等

令和7年12月1日に無効

←資格情報のお知らせ
令和6年9月・令和7年1月に
船舶所有者宛一斉送付済み

or oror

船舶所有者名

船舶所有者名

写しの余白に船舶所有者名
を記載してください！

船舶所有者名が作成します。
※任意様式
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